
資金不足比率
▶�資金不足が発生している
会計はありません

　「資金不足比率」は、公営企業会計
の資金不足額が、公営企業の事業規
模（通常の営業で見込まれる₁年間
の収入の額）に占める割合です。
　令和元年度決算では、対象となる
会計の全てにおいて、資金不足は発生
していないことから、資金不足比率
は「無し」となっています。

公営企業（水道、病院など）の資金不足
はどのくらい？

⑤

富山市財政の健全化判断比率などをお知らせします
　「地方公共団体の財政の健全化に関する法律（地方財政健全化法）」に基づき、富山市財政の
令和元年度における「健全化判断比率」「資金不足比率」を公表します。

◆富山市の健全化判断比率、資金不足比率
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①実質赤字比率 ― ― １１.２５％
②連結実質赤字比率 ― ― １６.２５％
③実質公債費比率  ９.６％ 8.5％ ２５.０ ％
④将来負担比率 １１8.９％ １25.5％ ３５０.０ ％

⑤資金不足比率 ― ― ２０.０ ％
※�「―」は、①②においては赤字額がないことを、⑤においては対象となる
全ての会計で資金不足額がないことを示しています。
※①②における早期健全化基準は、自治体の財政規模により異なります。

　健全化判断比率の₄つの指標と資金不足比率（①～⑤の各指
標）が、国の早期健全化基準（資金不足比率の場合は経営健全化基
準）以上となった場合、改善が必要な状態とみなされ、財政健全化
計画（経営健全化計画）を策定することが義務付けられています。
　富山市の令和元度決算では、①～⑤の各指標は、国の基準を下
回りました。

　「実質赤字比率」は、福祉、教育、まちづくりなどの行政サービ
スを行う一般会計等について、歳出に対する歳入の不足額（いわ
ゆる赤字額）が、標準財政規模（※）に占める割合です。この比率が
高くなるほど、赤字の程度が大きいということになります。
　令和元年度決算では、一般会計等は赤字ではなかったこと
から、実質赤字比率は「無し」となっています。
（※）標準財政規模…地方公共団体の標準的な収入である市税や普通交付税�
　　などの₁年間の一般財源の合計額

実質赤字比率▶赤字はありません

基本的な会計の赤字はどのくらい？

①

将来負担比率▶125.5%

　「将来負担比率」とは、一般会計等
の借入金（地方債）や将来支払ってい
く可能性のある負担等の現時点での
残高が、標準財政規模を基本とする
額に占める割合を指標化し、将来財
政を圧迫する可能性の度合いを示す
ものです。
　令和元年度決算の比率は、125.5％
で、早期健全化基準である350.0％を
下回っています。
　平成30年度決算での比率（118.9％）
と比較すると、6.6ポイント上昇しま
した。

今後見込まれる負担はどのくらい？

④実質公債費比率▶8.5％

　「実質公債費比率」とは、一般会計等
の借入金（地方債）の返済額やこれに
準じる額（公営企業会計の公債費にあ
てる繰出金）などが、標準財政規模を
基本とする額に占める割合を指標化
し、資金繰りの程度を示すものです。
　令和元年度決算の比率は、8.5％で、
早期健全化基準である25.0％を下
回っているほか、地方債の発行に総
務大臣等の許可が必要となる18.0％
を下回っています。
　平成30年度決算での比率（9.6％）
と比較すると、1.1ポイント改善しま
した。

借金の返済などへの支払いはどのくらい？

③

　「連結実質赤字比率」は、一般会計等のほか全ての会
計の赤字額が、標準財政規模に占める割合です。市全
体としての赤字の程度を表します。
　令和元年度決算では、本市全体の合計数値は赤字で
はなかったことから、連結実質赤字比率は「無し」と
なっています。

連結実質赤字比率▶赤字はありません

富山市全体で赤字はどのくらい？

②

財政課　☎４４３－２１４６

［自治体財政のイメージと財政指標の対象範囲］
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